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次亜塩素酸水の食品健康影響評価に関する審議結果 
についての御意見・情報の募集結果について 

 
 
１．実施期間 平成１８年１２月１４日～平成１９年１月１２日 
 
２．提出方法 インターネット、ファックス、郵送 
 
３．提出状況 ２通 
 
４．御意見・情報の概要及びそれに対する添加物専門調査会の回答 
 

 御意見・情報の概要 専門調査会の回答 
1 1）次亜塩素酸水の名称を3種類に分類していま
すが、申請者の命名のようです。厚生労働省が

公にする場合、この便宜的に使用している旨の

コメントをつけるべきであると思います。 

1）評価書案で使用している今回の申請者が
命名した名称は、食品健康影響評価を依頼さ

れた厚生労働省からの資料に基づくもので

す。今後、本品目が食品添加物と指定される

際には、リスク管理機関である厚生労働省に

おいて名称の検討が行われることになって

います。頂いた御意見は、リスク管理に関す

る御意見であることから、担当の厚生労働省

にお伝えいたします。 
 

 2）申請者についての開示はできないのですか？ 2）本評価依頼品目に関し、指定要請を申請
した者について非開示との取扱いはしてお

りません。 
 

 3）現行基準が出来たとき、次亜塩素酸水を作る
機械を「厚生省が認めた機械」との表現で販売

している業者がおりましたが、この表現扱いに

ついては、注意を喚起していただきたい。 

3）頂いた御意見は、リスク管理に関する御
意見であり、担当の厚生労働省にお伝えいた

します。 
 

 4）「１ はじめに」にある表現で、次亜塩素酸
水が電解することで得られるとしていますが、

このような限定表現して良いのですか？ 

4）評価書の当該部分は、「食品、添加物等の
規格基準」に定められた次亜塩素酸水の定義

を引用したものです。 
なお、正確に定義を引用し、評価書中「塩

酸又は食塩水等・・・」は「塩酸又は食塩水・・・」

と訂正します。 
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 御意見・情報の概要 専門調査会の回答 
 5）現行基準の成分規格を改正する内容ですが、
種類を増やすこと、「定義」が「製法」表現に

変わること。その中の数値が変わり、材料が増

え、表現に～を含む、等変更された理由も明確

にしていただき、今後、国民からの質問があっ

た場合明確に答えられるようにしてほしい。 

5）今回の申請は、評価書中４（１）に記載
する現行基準を、５（１）に記載する申請さ

れた次亜塩素酸水に変更するものではあり

ません。 
今後、当該評価結果を受けて、厚生労働省

において次亜塩素酸水としての新たな名称、

定義等が設定されるものと認識しておりま

す。 

 6）まとめ 
今回の件は、「電解による生成した次亜塩素

酸水についての取り決め」とすべき内容である

と考えます。文章の中の表現が次亜塩素酸水、

別名電解水・・・など多くの偏った表現が見ら

れ、厚生労働省として公に表現することは少々

強引なようです。本来なら、次亜塩素酸水では

なく次亜塩素酸としての取り決めをすべきで、

水がついた次亜塩素酸水となった場合、さらに

その水についても、材料の塩酸や塩化ナトリウ

ムと同じように、ルールを明確にしてほしいも

のです。本来、国で、製法を規制するやり方は

おかしいと思いますが、個人が勝手にこの生成

装置で電気分解したらどうなるのか・・・厚生

労働省が片棒を担ぐことになります。なんとな

く不安と疑問が残ります。他の専門家のご意見

もお聞きしたいものです。その点からも、今回

の意見・情報の募集など、大変良いことですの

で、さらに、この結果の公開もあわせてお願い

申し上げます。今後に期待いたします。 

6）食品安全委員会では、厚生労働省からの
依頼を受けたものについてリスク評価を行

っており、今回新たに成分規格に追加される

次亜塩素酸水について食品健康影響評価を

行うものです。頂いた御意見は、リスク管理

に関する御意見であり、担当の厚生労働省に

お伝えいたします。 
 なお、「別名 電解水」の表記に対する御指
摘については、添加物の名称は化学的に規定

するべきとの考え方から、厚生労働省が本品

の名称を次亜塩素酸水としたという経緯が

あることから、「３ 名称等」に記載する「別
名 電解水」を削除し、その他、評価書中で
使用している「・・電解水」についても、引

用文献を引用している部分を除き、修正する

こととします。 
 

2 細菌を殺すために塩素を入れる発想は、虫に

殺虫剤をまく、細菌感染の病気には抗生物質を

使うのと同じ対症療法の発想です。目先はそれ

で効果がありそうです。が長い目で見た場合問

題を解決するのではなく、新たな問題を作って

いることになります。水道水の場合は塩素を入

れることで、別の新たな化学反応を誘発し、そ

れが発ガン物質をつくるという危険が生じま

す。 

 

御指摘の件については、次亜塩素酸水の毒

性として、薬事・食品衛生審議会における審

議及びこれまでの知見をもとに評価してお

り、問題となる知見や使用後の残留性がない

こと等から安全性に懸念がないと評価した

ところです。 
また、次亜塩素酸水を用いた殺菌処理によ

り生成又は残存するトリハロメタンやラジ

カルの可能性についても検討をいたしまし

た。その結果、使用の範囲内で問題ないこと

を確認しています。 




